
福祉と市場（山 ）

はじめに

渋沢栄一が眞一万円札の顔となったことで彼の著書『論語と算盤』が注目

されているようだ。この書はそのダイレクトなタイトルからわかるように、

渋沢の道徳経済合一説というものを直截明快に述べた著作である。最も代表

的な主張は次のようなものだろう１。

富をなす根源は何かと言えば、仁義道徳。正しい道理の富でなければ、

その富は完全に永続することができぬ。

私は渋沢のこの言葉から、江戸時代末期の佐賀有田の町人学者、正司考祺

が著書『経済問答秘録』に記した内容を思い浮かべざるをえない２。
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 １ 渋沢（２００８）、２２ページ。

 ２ 瀧本（１９１６）、６
　

 ページ。



今世間に貨殖興利を以て経済と云は誤謬也今の経済と云は、俗に所謂世

知方上首の方便也庶人の一家を富すは随分可なり蓋国天下を治るに至て

は、終には災害を招く媒酌也経済と云は仁義を以て国を治る事也

『経済問答秘録』は鍋島領内を超えて流通した痕跡はないから、渋沢が正

司を読んだとは考えられない。しかし、両者はともに経済＝仁義という認識

を示している。日本語の経済は中国で使われた経世済民から来ているので、

治世の方法という元来の意味からすれば、経済＝仁義それ自体に間違いはな

い。だが、あえてそう言わなければならない事態が生じていたわけである。

世を治め民生を改善するには国を豊かにせねばならないということに、古

今東西違いはない。ここからどうしても経済＝致富の意味が派生してくる。

正司の言では、個人の豊かさを追求することと世の豊かさを追求することは

矛盾するかもしれない。ちなみにこの文章自体、不思議な現代性を孕んでい

て、ジョン・メイナード・ケインズの「合成の誤謬」に近い思考を感じさせ

るのだ３。

それはともかく、既に経済があるべき姿から外れ、個人的利益の追求に

走っているという認識が当時の日本で広く行われていたことがわかる。本来

経済は全ての人々を等しく豊かにせねばならないのだから、これを正しい方

向に戻して仁義に基づいた統治をせよ、というわけである。

最初はこのような思想を渋沢栄一に即して考えていくのだが、渋沢は学者

や思想家ではなく実業家である。彼の著作は体系的なものではないし、思想

的に学術的検討に耐えるものではない。そこで、渋沢自身が自分の思想と同

じであると書いているアダム・スミスの経済思想と比較しながら、渋沢の思

想的ベクトルと可能性を考えてみたい。
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次いで、渋沢が自らの思想の実践として行った社会事業を観察し、その現

代的意義を可能な限り掬い上げることを試みる。１８７４年１１月、渋沢は東京会

議所取締役となったが、旧静岡藩時代の上司で東京府知事だった大久保一翁

から、幕府から受け継いだ共有金の使途を相談された。渋沢はその一部で東

京養育院を開院し、１８７６年に事務局長、１８８５年に院長となって逝去までの５７

年間、運営の中心であり続けた。また、１９００年９月、内務省衛生局の窪田静

太郎や久米金弥、キリスト教事業家の留岡幸助たちと貧民研究会を始める。

これを発展させて１９０８年に中央慈善協会が発足すると、渋沢は請われて会長

に就任した。同協会は住宅改良、児童保護、出獄者保護、花柳病予防などの

事業に取り組んだ。渋沢栄一の先駆性としてまず挙げるべきは、公的な資金

や行政の介入に頼らずに、民間で社会福祉を追求していくという姿勢である。

概念的、あるいは方法的な古さを度外視すれば、我々の参考になる教訓を得

ることは十分可能であろう。

福祉などの公共的サービスに市場の手法を取り入れる試みは、現在、一般

的に準市場と呼ばれている。我が国において準市場の導入の明確な画期と

なったのは、２０００年に法律が施行された介護保険とそれによって形成された

介護業界である。同業界についてはさまざまの問題点が指摘されている現状

であるが、諸問題の原因がどこにあるのかを最後に考察したい。経済と倫理

を巡る思想的検討、その思想をストレートに実践しようとした渋沢栄一の批

判的評価を経た上で、介護業界にアプローチすることによって、これまでと

は一味違う分析視角が得られるかもしれない。

１．経済と倫理ということ

渋沢栄一の道徳経済合一説の形成に決定的影響を与えたのは、三島中洲の

義利合一説である。三島は江戸時代末から大正期にかけて活躍した漢学者で
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あると同時に、経済界で八面六臂の活躍をした渋沢と対照的に、近代日本司

法制度の確立に足跡を残した法律家であった。三島より９歳年下の渋沢は、

思想的には荻生徂徠やその系統にある亀井南冥以上に、備中松山藩の陽明学

者・山田方谷の弟子である三島から学ぶところが多かったと言える。

三島は利についても二つを区別する４。

全體利には公利と私利とあります、我も利し人も利するのは公利で、自

分ばかり利して人を利せぬ、人の物を取つても自分の物にしやうという

ことになると私利になる、説き樣によつて大變違つて來る

ここで三島は公利を仁義と重ね合わせている。三島の仁義は商売相手や競

争相手との間でも弱肉強食の争いをするのではなく、フェアなやり取りをし

て共存を図っていくことである。ここでは経済活動の勢いが赴くところであ

る優勝劣敗を、仁義に基づく公利の追求で牽制して弱めようという方向性が

明らかである。つまり、経済活動自体に倫理が介入して害悪をあらかじめ防

ごうとしているのである。

渋沢の場合は異なっている。渋沢は実業の世界に生きるなかで市場原理が

いかに厳然と貫徹するかを知っていた。市場参加者は不正がない限り、市場

のもたらす結果に甘んじて従わなければならない。だが、もちろんその結果

のなかには道徳的に許容できないものが数多くあるだろう。渋沢の場合、大

量の貧民の存在がそれであった。渋沢は、その結果に対して、経済は事後的

に救済を行う必要があると考えていた。三島のように事前にではなく、事後

的に、である。ここに渋沢の道徳経済合一説の決定的な特質があると言って

いいだろう。
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安易な還元論は禁物だが、明治以降、経済のまさにただ中で仕事をしてき

た渋沢と、司法の人間として生きてきた三島という違いを考えることができ

るだろう。渋沢にとって、経済を貫徹させて国富を追求することが民生を高

める道なのである。経済の生み出す弊害は、事後的に慈善によって緩和して

いけばよろしい。しかし、三島にとってはやはり、義は法律だったのであろ

う。経済活動の行き過ぎは法律によって制限されなければならない。法律に

よる経済の牽制である。

三島は自らの義利合一説の根拠を『易経』文言伝の「利者、義之和也」に

求めている。しかし、これは考証学的に明らかに間違いである。これは乾上

乾下の卦が出た場合の元享利貞の卦辞を説明する文章に出てくる。元享利貞

自体は大吉の類の意味しかない。これを経典らしく一々意味づけをしている

だけだ。

そもそも、語源的に利と義は全く同様の意味を持つ。利は刀で穀物の刈り

取りをすることで、収穫を意味する。義も羊の首を戈で落とすことで、やは

り獲得物の意である。これらは人間にとって豊かさそのものであるから、二

つの漢字が意味しているのはともに慶事ということなのだ。『易経』の説明

はその古代的な意味を伝えているにすぎない。

これら二つの漢字が現在のように、言わば正反対の意味になってしまった

のは次の理由による。まず義の方だが、羊の首を落とすのは人が消費する前

に神に供えるためである。祈りの儀式は規則正しく行われねばならない。そ

こで義に正しさの意味が付け加わった。次に利の方は、人間の１年の労働の

成果を刈り取ることから、利得の意味を強めるに至ったわけである。

先ほどの三島の私利と公利の説明から、アダム・スミスを思い出した方も

いるかもしれない。アダム・スミスは三島のように法律家的なのか、渋沢の

ように経済人的なのかと言えば、答えはどちらでもなく、どちらでもあると

なる。アダム・スミスは大学教授ではあったが、経済学者ではなかったと言
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えば驚かれるだろうか。アダム・スミスが担当したのは道徳哲学の講座であ

る。その証拠に彼の最初の著作は『道徳感情論』であり、人間の道徳意識が

共感という感情に基づくことを論じていた。代表作とされる『諸国民の富』

も当時既にあった経済学の語はタイトルから慎重に外されている。おそらく、

アダム・スミス自身、経済学の本を書いたとは思っていなかった。さらに、

死によって原稿が失われた幻の第３の著作は法学に関するものになるはずで

あったのである。

アダム・スミスが『諸国民の富』を書くにあたって最大の障害になったの

は、私益の追求と公益の追求とをどのようにして論理整合的に説明するかと

いう問題であったと思われる。そんななか、アダム・スミスは驚愕の論理的

アクロバットを発見する。「私悪すなわち公益」というものだ。この逆説的

論理はバーナード・デ・マンデヴィル『蜂の寓話』で初めて世に現れた。一

般に悪徳とされている利己的な行動が結果的に社会全体を豊かにすることに

繋がっている。マンデヴィルは、伝統的な道徳観が偽善的な虚偽に満ちてい

ることを暴露するためにこのように挑発的な表現を選択した。

アダム・スミスはこうしたマンデヴィルの露悪的な表現は似合わない人で

ある。アダム・スミスは私悪（private vices）と公益（public benefits）という

極度に対比的な対表現を私益（self interest）と公益（public interest）という中

立的なものに変えた上で、その結び付きが神の精妙な摂理であるとして「見

えざる手」と表現したのだった。

皆が貧しかった１８世紀のイギリスにおいて、人々の私利追求の欲望を古い

道徳から解放してやることで経済発展が軌道に乗った。そして、経済全体の

豊かさの拡大は貧しい者にもトリクルダウンで恩恵をもたらすことになる。

こうして、アダム・スミスは何の疑問もなく「私益すなわち公益」と主張す

ることができた。

これに対して、１９世紀後半から２０世紀にかけての時代を生きた渋沢栄一に
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とって、貧富の格差の拡大と貧困層の累積傾向に目を瞑るわけにはいかな

かった。どうしても経済の内的論理だけに任せることができないのは自明で

あった。

２．渋沢栄一による社会事業の現代的意義

東京養育院の設立を渋沢栄一に促した大久保一翁は、元々三河以来の旗本

の出身である。老中・阿部正弘に抜擢され、若年寄まで昇進した。勝海舟を

見出した当事者であり、江戸城無血開城では事実上の最高責任者の地位に

あった。明治維新後は駿府に引きこもったが、１８７２年に東京に呼び出されて、

文部省二等出仕を命じられたが、直ぐに東京府知事に転じた。大久保は３年

半知事を務めるのだが、この間、幕府から引き継いだ町会所を営繕会議所に

再編成し、膨大な七分積金をどのように使うかを諮問した。結果として、都

市基盤の整備に充てるなどの答申を得るのだが、諮問に与った渋沢が答申し

たのが、養育院設立、工作場設立、日雇い会社設立の救貧３策であった。渋

沢が長く院長を務めることになる養育院は、応急的に加賀藩邸の空長屋に置

かれたが、その後、上野護国院の敷地の一部を買い上げて常設化した。

そもそも、大久保は幕臣時代から社会事業に強いこだわりを持っていた。

大久保が目付の地位にあった安政３（１８５６）年、幕府に七分積金を用いた、

洋方医による大規模病院の設置を上申している。大久保は蕃書調所総裁、購

武所開設を任されているとき、小石川療養所が衰退していることを知って洋

書を精読していたのである。大久保がこの後駿府奉行に転出したことで病院

の件は沙汰止みとなるのだが、養育院はこのときの構想が元になっている。

徳川昭武を代表とする第３回パリ万博使節団が帰国したとき、大久保は駿

府の家老となっていたが、このときに大久保に報告したのが、代表団の会計

担当庶務であった渋沢栄一だった。渋沢の会計報告の緻密さに感銘を受けた
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ことや静岡商法会所の立ち上げ時の協力を通して、二人の信頼関係は確固た

るものとなっていった。

さて、七分積金の詳細を確認しておこう。幕府の七分積金は松平定信によ

る寛政の改革によって導入された。幕府は町人用、地代、店賃などを検討し

た結果、年間３万７千両の節約が可能であると試算した。これを踏まえ、寛

政３（１７９１）年１１月、節約金額の７０％を積み立てさせるとともに、幕府から

の補助金２万両を加えて、これを窮民の救済と低利金融に充てることを命じ

た。翌年には向柳原に籾蔵が建てられ、そこで非常用貯蓄としての囲籾を行

うとともに、町会所を設立してこれらの運用管理を行うよう命じた。同年５

月２１日には、町名主や家守に向けて窮民御救起立が発せられ、被救助者の資

格が規定されるとともに、町名主加判の申請書が家守を通じて町会所に提出

されるという手続きが定められた。

この七分積金に対する明治維新後の政府対応であるが、明治元（１８６８）年

６月に廃止して１２月に復活するなど一貫しなかった。しかし、太政官が明治

４年１１月２７日に窮民一時救助規則を制定することで救済事務に関する地方の

権限を明確にしたのを受け、明治５（１８７２）年５月に町会所を廃止して東京

営繕会議所（後に東京会議所）を立ち上げ、大久保に請われた渋沢は東京会

議所の会頭となり、七分積金の残余財産（現金５５万円、土地１７００ヵ所）を利

用して東京のインフラ整備に尽力した。東京会議所は１８７６年、残余財産を東

京府に返還して一旦解散したが、商工業者の地位向上と条約改正運動の民間

機関として１９７８年に東京商法会議所が設立されると、渋沢はやはり会頭に選

ばれ、１９０５年まで２７年間その地位にあった。東京商法会議所は現在の日本商

工会議所の前身である。

寛政の改革以降の地域の民間資金の貯蓄によって窮民対策を行うことは、

実は普遍的に見られるものである。１５３１年から始まるイギリス救貧法では、

基本的に教区ごとに救貧資金を徴収していた。救貧法でも日本の七分積金で
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も、もちろん政府が介入していることは前提であるが、資金そのものが町人、

市民の拠出によっていることが重要である。

渋沢栄一は明治７（１８７４）年から東京養育院の運営に関わり、明治９

（１９７６）年５月１１日、事務長に就任した。その後、明治２３（１８９０）年に養育院

が東京市営となり、渋沢は院長に就任する。その後、９１歳で逝去するまでの

５０年間院長にとどまり、独自資金ベースで運営を行った１６年より公的資金で

運営に携わった期間の方が遥かに長い。正確には知る由もないが、渋沢はど

ちらの運営を望ましいと考えていたのだろうか。その後の渋沢の行動を考え

るとき、政府が資金的に全てを負う福祉政策よりも民間による社会事業の方

が望ましい結果をもたらすと考えていたように推測される。これは運営の効

率性ということではない。むしろ、この観点が渋沢にないのは時代的な原因

だろうと思う。

渋沢の考えを知る縁とは、明治４１（１９０８）年に渋沢を会長として発足した

中央慈善協会が純然たる民間団体であったことである。渋沢はそれまでに、

社会福祉を推進するにあたって政府は頼りにならず、経済界を中心とする民

間が主体となるべきだという信念を持つに至っていたのだろう。そして、そ

れは明治２３（１８９０）年、第１回帝国議会において窮民救助法案が否決された

ことが大きかったというのは想像に難くない。

第１回帝国議会は１１月２５日に召集され、窮民救助法案は１２月３日に政府に

よって提出された。政府は法案の必要性を四つに分けて述べている。第１に、

市町村制が実施されることで地方自治体が誕生したのだが、自治団体として

窮状に陥った同胞を助けるのは当然であること、第２に、窮民救済において

地域が協力することで、合併して誕生した市町村の和親が進められること、

第３に、凶作や米価高騰の折、窮民が暴動を起こすことを防げるということ、

第４に、慈善家の救助が寛大すぎて惰民を助長する傾向があるので、公費を

以って最低限の救援をする方が望ましいこと、というものである。
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ここで重要なのは扶助費の負担を誰が行うかだが、法案では原則市町村が

負担するが、必要に応じて府県が補助できるとしていた。国庫からは人口に

応じて資金を配布するとしてたが、当初からごく少額しか予定されていな

かった。また、慈善家は直接救助を行うのではなく、市町村長に義捐金を委

託して、市町村長が公費救助と合わせて救援を実施することになっていた。

議会では法案に反対する意見が多かった。列挙するならば、既存の恤救規

則で足りるのではないか、市町村の費用負担は既に大きく余裕がない、慈善

家の救援に敢えて法律で介入する必要はない、法律による救済は国民に懶惰

の風を受け付ける、などである。総じて、既に江戸期から行われてきた地方

や慈善家の窮民救済に国が法律で干渉することへの反発が強かったのである。

結果１２月２２日、衆議院において議論終結の動議が可決されるに及んで、窮民

救助法案は否決されたのであった。

渋沢栄一は窮民救助法案の議論をどう受け止めたであろうか。帝国議会で

の議論をよく見ると、政府案は地方における貧民救済の実態を追認した上で、

全国的にある程度の標準化を図っていこうとする以上のものではない。しか

し、それは国の地方への無用な介入であるという反発によって否定されたの

である。その帰趨は、地方の地主が多くを占める衆議院の議員構成を見れば

当然のことだったといえるかもしれない。渋沢がここから、窮民救済を全国

的に広めていく際に、政府が主導すると政治的反発が多いという教訓を読み

取った可能性はある。そして、その教訓を生かすかたちで、渋沢は民間団体

としての中央慈善協会を通じた社会福祉の推進を目指したと思われるのであ

る。

中央慈善協会の前身とされるのは貧民研究会であり、内務省参事官の窪田

静太郎が、同じく参事官の久米金弥、府県課の相良良雄、警保局の有松英義、

監獄課の小河滋次郎、警視庁の松井茂らに呼び掛けて発足した。その後、

１９０３年に大阪で開催される内国勧業博覧会に合わせて、この貧民研究会で全
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国の慈善家や有志を集めて会合を催そうという話になった。こうして５月１１

日から１３日にかけて大阪中之島公会堂で約２００名を集めて全国慈善同盟大会

が開催され、日本慈善同盟会の創立を決めたのである。このとき、窪田ら政

府官僚は敢えて出席を避け、あくまで民間団体という面目を保った。

６月８日の創立委員会で名称を中央慈善協会に改めて年内の設立発表の予

定であったが、翌年２月１０日に日露戦争が始まろうかという情勢のなかで設

立を当面延期した。ようやく１９０７年４月になって、創立委員が清浦奎吾と渋

沢栄一に設立の打診をし、その他発起人を募り始める。同年の１１月９日の第

１回発起人会では、１９０８年９月と１０月に感化救済事業講習会が東京で開催さ

れるが、それに全国から慈善事業家が多数上京するのに合わせて発会式を挙

行しようということになった。こうして、１０月７日に国学院講堂において発

会式が開かれ、会長に渋沢栄一、顧問に清浦奎吾、評議員に一木喜徳郎を含

めて３８名が就任した。中央慈善協会の中での渋沢は名ばかりの会長であるど

ころか、相当に指導的な役割を果たした。たとえば、ハンセン病者の対策を

事務局に促したりしている。

このような渋沢自身の社会事業家としてのあり方は、我々にどのような知

見を与えてくれるであろうか。２点に渡ってまとめてみよう。一つは、社会

福祉の増進事業は、中央政府主導ではなく、地方自治体や民間団体が中心と

ならなければならないという感覚だろう。これは地域的な状況の違いという

ことと、運営の効率性という両面を理由として挙げることができる。もちろ

ん、渋沢自身が明示的に述べているわけではないが。また、このことは福祉

のための資金を誰が拠出するかということと深く関わっている。渋沢が公金

ではなく民間資金に重きを置いていたことは、彼自身がカバンを持ち歩いて

資産家から寄付を集めていたことからも窺えるのである。

二つ目は、ニーズに合わせたサービスの提供という視点があるということ

である。渋沢の主導の下、中央慈善協会は調査に注力した。貧困層の住宅問
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題やハンセン病患者の状況などである。こうしたニーズが把握できなければ、

どれだけの費用が必要かもわからないし、対応可能かどうかということすら

も判断できないのである。いわば福祉市場のマーケティングとも呼ぶべきこ

うした手法は、経済人としての渋沢の面目躍如たるものであろう。

３．準市場としての介護市場

準市場という用語は１９９１年のルグランの論文によって提起され、１９９３年の

ルグランとバートレットの編著によって広まった。イギリス人であるルブラ

ンは２００３年から２００５年にかけて労働党のブレア政権の上級政策顧問として官

邸入りし、医療や教育の公共サービス改革に携わった。彼女自身による準市

場の定義は次のようなものである。

準市場にはもちろん市場と同じ側面と異なる側面とがある。同じ点は、複

数の供給者がいて顧客獲得のため競争し合っているところである。異なる点

は、サービスの需要者が純然たる意味で自分のお金を持って市場に参加して

おらず、政府の資金や相互扶助的な資金を用いてサービスを選択するという

ところである。また、需要者がサービスを享受する際、所得の差から生まれ

る不平等を避けるような配慮がなされていることにポイントがある。

ルブランは良い公共サービスの満たすべき条件として、質が高いこと、効

率的なこと、利用者のニーズに合致していること、納税者へのアカウンタビ

リティを果たしていること、利用者を平等に扱っていること、という５点を

あげている。ルブランによれば、公共サービスの供給モデルとして、公務員

を信じるだけの信頼モデル、政府がサービス供給者を指揮監督する統制モデ

ル、利用者が政府側に個々に文句を言う発言モデル、そして、競争と選択か

ら構成される準市場モデルを列挙する。もちろん、彼女が上記の条件を満た

す良い公共サービスを提供するのに適していると考えるのは準市場モデルで
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ある。

もちろん、ここで準市場を取り上げているのは、渋沢栄一が現在生きてい

れば、自らの社会事業や福祉政策の手段として準市場を評価したのではない

かと考えられるからである。前章で私たちは、渋沢自身の行動から推察され

る方法的な特徴を２点にまとめておいた。一つは、担い手として地方や民間

に期待を寄せていること、二つ目は、利用者のニーズに合致することを重視

していることであった。前者は準市場で民間のサービス供給者が前提となっ

ていることに対応するし、後者は需要者自らがサービスを選択するというこ

とに対応する。

それでは、現代の日本において準市場はどのように機能しているのであろ

うか。これを考えるには、日本にいつからどのようなかたちで準市場が導入

されたかを考える必要がある。１９６１年に医療に関して国民皆保険が成立した

が、民間を含む医療機関から受診者が選択し、保険を使って医療サービスを

受けるという意味で、医療市場は準市場であると言える。しかし、貧困層と

いった特定の階層を対象とした福祉分野では、利用者が福祉サービスの選択

権や異議申し立ての権利を与えられておらず、民間サービス供給者に対して

厳しい参入規制が課せられていた点で準市場からは程遠いものであった。だ

が、１９９０年になると、福祉サービスの必要が広く国民一般にあるという認識

の高まりとともに、保育、高齢者介護、障碍者福祉などに次々と準市場が導

入されるという事態を迎えた。一連の動きの突破口となったのは介護保険制

度であった。同制度のプロトタイプとなったのは、１９９４年１２月に取りまとめ

られた高齢者介護・自立支援システム研究報告である。報告はシステムの四

つの基本理念として、高齢者自身による選択、介護サービスの一元化、ケア

マネジメントの確立、社会保険方式の導入があげられている。とりわけ、公

費ではなく社会保険によることについて、ニーズに応じてサービス供給を弾

力的に拡大しやすいことと、負担と受益の関係が公費よりも明瞭で国民の理
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解を得やすいことを強調している。渋沢の時代には多くの国民が社会保険料

負担に応じられるような所得ではなかったこともあり、もちろん無理であっ

たが、彼が今生きていれば賛成したに違いない。

この報告が出されたのはルグランらの著書が出版された翌年だが、準市場

についての理解が非常に進んでいることがうかがえる。たとえば、報告では、

多様な事業主体が介護市場に参加して健全な競争を展開していくことが望ま

れるとしている。また、現状で十分満たされているとは言えないと思うが、

多様な資金調達の途を開き、サービス基盤調整を促進していくことが必要と

いうことに触れられている。また、純粋な市場とは異なる面に関する対応と

して、介護に関する高齢者のニーズを客観的に評価する体制を整備する、

サービスに関する情報の提供とサービスに質についての第三者評価を実施す

る、不利益を被った利用者が苦情申し立てをする仕組みを準備する、という

三つが述べられる。これについては、確かに制度が存在するが、十分に機能

しているとは見えないという国民が多いのではないだろうか。そもそも、経

済学的にはこれらの懸念は市場が十全に機能していれば問題にならない事柄

である。では、なぜ問題が生じているのか。これについては後述したい。

公的介護保険法は１９９７年１２月に成立し２０００年から実施された。周知のよう

に、市町村が保険者となり、４０歳以上の国民が保険料納付義務のある被保険

者、６５歳以上の国民が要介護認定を受けることで介護サービスを利用できる

被保険者になった。利用者は費用の１割を負担し、要介護度に応じた保険給

付の上限まで９割公費負担でサービスが受けられる。

制度上の問題点として指摘できるのは、居宅介護分野に関しては株式会社

も含めて多様な事業主体が参入できるのに、介護老人福祉施設、介護老人保

健施設、介護療養型医療施設のいわゆる３施設については、社会福祉法人し

か参入できないことがある。結果として、運営の効率化を妨げられ、競争が

制限される結果、サービスの質が確保されない結果になっている可能性があ
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る。理論的にも、準市場は供給者側の自由競争を十分に確保する必要がある

はずである。ここに株式会社も含めた多様な主体が参入して競争をすること

で、サービスの質を維持しながらサービス価格を低下していくことが可能に

なる。

これに関して、早くから準市場を導入していた公的医療保険の現状との比

較が知見を与えてくれる。公的医療保険において薬価や保険点数ごとの医療

機関への支払いが決まっていることは、経済学的には価格統制が行われてい

ることに等しい。しかし、よく知られているように、市場がうまく機能する

ためには価格が自由に動けることが重要である。競争は価格を通じてしか機

能しない。財やサービスの質は購入前には把握したり、比較したりすること

が難しいからである。価格が固定されたままで質では競争にならないという

ことである。

公的医療保険に関しては赤字も大きな問題であるが、公費負担の割合を減

らし，たとえば、医療措置ごとの上限額を決めて他は患者本人負担とするこ

となどが求められよう。薬に関してジェネリック薬品の使用が呼び掛けられ

ているのに進まないのは、患者の負担感が低すぎるのが理由である。

介護保険についても公費負担の上限額を定め、サービス供給者が価格を

巡っても自由な競争ができるように誘導した方がよい。質に見合った高い介

護サービス価格を提示する業者がいてもいいし、多くを払えない利用者に安

価でサービスを提供する業者がいてもよい。

予てから苦になっている問題に、看護師、介護士の賃金が上がらないとい

うことがある。離職率は高く、常に人手不足の状態にありながら、賃金が上

がらないのは経済学の需給理論に反するからだ。これも上記の考察から理由

が明らかになる。医療分野でも介護分野でも、サービス利用者数に対する看

護師、介護士の配置人数はほぼ規定されている。また、サービス利用者数が

決まれば、事業主体の収入は決まってくる。いわゆる客単価がほぼ固定され

（　　）１５

－ 　－１０５



ているからである。事業主体としては収入からまず物的な費用を引いた上で

「利益」を確保しようとする。すると看護師、介護士一人当たりの賃金額は

自動的に決まってしまい、上がりようがないのである。これに対して、既に

述べたように価格競争が可能なような「自由化」を行えばどうであろう。も

ちろん、サービスの質の多くは看護師、介護士の数にも強く依存するだろう。

しかし、高いサービスを提供したい事業主体は、サービス価格を上げて収入

を増やすことで、看護師、介護士の賃金を上げることもできるだろう。一方

で、サービス価格を低く設定したい事業主体は、種々の方法で経費を節減し

ながら、看護師、介護士の数を制限ギリギリまで引き下げることも可能にな

るだろう。

おわりに：渋沢栄一から学ぶべきこと

正直なところ、経済と倫理の関係については古くから多くのことが言われ

ていて、渋沢栄一がそれを取り上げたところで何の新味もない。しかし、渋

沢は驚くべき数の事業を立ち上げ、その多くを成功に導いた稀代の経済人で

あった。また、日本資本主義の父という異名のとおり、近代日本経済は多く

を彼の活躍に負っているのである。そうした渋沢が、三流の思想家ではなく

一流の実践家として社会事業の展開にも嚆矢としての役割を担ったことは、

日本の福祉育成の観点からして幸いだったと言えるだろう。

本稿で検討したように、渋沢の場合、経済の原則に外部から倫理によって

箍をはめるという発想ではない。そうではなく、経済の論理を貫徹させて十

分に基盤を作った上で、その行き過ぎがもたらす貧富の差などの結果を倫理

的な社会政策によって事後修正していくという観点に立っていた。

ここからは、社会事業にとっても経済原則の適用が一定程度有効なら大い

に取り入れていこうという発想が出てくることは実に自然である。このため、
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本稿では公共サービスの提供モデルとして準市場を考えることが、渋沢の思

想の延長上に何の不思議もなく可能であったわけである。具体例として、介

護業界を取り上げたのであるが、検討の結果明らかになったように、厳然と

して存在する参入規制と価格競争を妨げる購買力の賦与方法が重大な欠陥と

して見えてきた。これらの問題点は、もし渋沢が２１世紀の現代日本に生きて

いたら、やはり指摘したのではないかと空想されさえするのである。
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